
　令和7年12月20日現在、103病院が宣言され、認定取得に向けて勤務環境改善への取組みを開始されています。
　宣言書は、随時受付中です。未宣言の病院は、まずは「いきいき働く医療機関宣言書」をセンターに提出しましょう。

いきいき働く宣言医療機関 （令和7年12月20日現在） ※表示はセンターへの宣言書到着順

〜勤務環境改善で人材確保・定着へ。
改善に向けてまずは宣言を！〜
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「いきいき働く医療機関宣言」 受付中！

京都医療労務管理相談コーナー
TEL 075-354-8844　FAX 075-354-8834

京都府医療勤務環境改善支援センター
TEL 075-354-8830　FAX 075-354-8834

業務時間
場　　所　

月曜日～金曜日（土日祝日、年末年始を除く）９時30分～ 17時30分
COCON烏丸８階（京都市下京区烏丸通四条下ル水銀屋町620番地）
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「京都いきいき働く医療機関認定制度」
¥¥～より働きやすい働きがいのある職場を目指して～
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いきいき働く認定医療機関（基本認定：令和7年12月20日現在）
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　当センターでは、平成29年1月から「京都いきいき働く医療機関認定制度」を開始しました。
　職員一人ひとりがいきいきと輝ける職場づくりに取組むことを宣言し、勤務環境改善に取組む病院をセンターが認定します。
　本制度により、自院の勤務環境における課題が明確になり、認定取得に向けた取組みを通じて職員のモチベーションを高め、さらには認定
取得により働きがい・働きやすさを広くアピールすることで、人材確保・定着に繋がります。
　センターでは、現在、下記の53病院を「いきいき働く基本認定医療機関」に認定しています。基本認定に必要な50項目が達成できましたら、
センターへ申請いただき、センターによる実施確認、認定審査会での審議を経て認定します。まずは取組みの初めとして宣言書をセンターにご
提出いただき、その後、基本50項目が達成できましたら、センターへ申請をお願いいたします。
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長時間労働を行う医師への面接指導について

1か月100時間以上の時間外・休日労働が見込まれる医師が対象です。

Ａ水準の医師であるか、特例水準の医師であるかを問わず対象となります。

2024年4月から、すべての医療機関において「長時間労働を行う医師への面接指導」の実施が義務化されています。医療現場では、質の高い
安全な医療を将来にわたって提供し続けるために、医師の心身の健康確保がこれまで以上に重要視されています。特に、1か月あたり100時間
以上の時間外・休日労働が見込まれる医師は、医療法および労働基準法に基づき、面接指導の対象となります。
本センターニュースでは、長時間労働を行う医師への面接指導のポイントや、実施にあたっての注意点、現場で求められる具体的な対応策に
ついてご紹介いたしますので、院内でお取組みの際にご参考ください。

自院だけでは1か月100時間に満たない場合でも、副業・兼業先の労働時間を通算して1か月
100時間以上になることが見込まれる場合には対象になります（※）。

※この場合、例えば大学病院等から医師を受け入れている医療機関にも面接指導の実施義務がかかりますので、適切なルールづくりや手続の整
備が必要になります。（裏面）

労働基準法第141条第３項の違反として労働基準監督署による指導や罰則の対象となります。労働基準法では

医療法では

医療法、労働基準法ともに、罰則の内容は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金とされています。

医療法第25条第1項に基づく立入検査で実施状況が確認され、指導や改善命令の対象となります。
改善命令に従わない場合は罰則の対象となります。

● 面接指導の対象となる医師（面接指導対象医師）Ⅰ

必要な面接指導を実施していない場合
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面接指導対象医師の特定に向けて

面接指導実施体制の構築に向けて

面接指導の実施に向けて

就業上の措置の実施に向けて

□ 面接指導の対象になる医師を把握していますか。
● 面接指導の対象となる医師の特定は、適切な労働時間の把握が前提になります。
● 労働時間の確認は、原則として客観的な方法で行う必要があります。やむを得ず自己申告で行う場合には、「労働時間適正把
握ガイドライン」に基づく措置を講じてください。

□ 面接指導実施医師を確保していますか。
● 面接指導は「面接指導実施医師」が実施します。面接指導実施医師になるためには、厚生労働省の面接指導実施医師養成講
習会を受講する必要があります。

● 医療機関の管理者は、その医療機関に勤務する医師の面接指導実施医師になれません。
● 自院以外に所属する医師であっても面接指導実施医師になることができます。必要に応じて他の医療機関とも連携して、面接
指導対象医師に対して十分な数を確保してください。

□ 適切な時期に面接指導を実施していますか。
● 時間外・休日労働が1か月100時間に達する前に面接指導を行ってください。そのためには、時間外・休日労働が80時間前後と
なるタイミングで実施するなど自院のルールを定めてください。

□ 医師が安心して面接指導を受けられる環境を整備していますか。
● 直属の上司を面接指導実施医師としないなど、マッチングへの配慮等をお願いします。

□ 面接指導の結果を踏まえた対応を検討／実施していますか。
● 面接指導の結果を踏まえて、必要な場合には就業上の措置を実施する必要があります。産業医とも連携しながら、労働時間
の短縮や宿直の回数の減少などの措置を検討してください。

● 医師の時間外・休日労働が1か月155時間を超えた場合、労働時間の短縮のために必要な措置を必ず講じてください。
□ 面接指導の結果を適切に保存していますか。

● 面接指導結果・意見書は5年間保存しなければなりません。
医師が複数の医療機関で勤務している場合（副業・兼業）

● 勤務している医療機関の1つで面接指導を受けた場合、面接指導を受けた医師等が、他の医療機関にその面接指導の結果を提出
することで、提出を受けた医療機関でも面接指導実施済みとすることができます。

● そのため、いずれの医療機関で面接指導を実施するか、どのように面接指導の結果を提出するかについて、あらかじめ医師や他
の医療機関と話し合うなどして決定しておくことが必要です。

「36（サブロク）協定｣を締結する際は、

労働者の過半数で組織する労働組合
その労働組合がない場合は 労働者の過半数を代表する者

との、書面による協定をしてください。

1

2

正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めた事業場のすべての労働者の過半数で組織する労働組合でなければなりません。

正社員だけでなく、パートやアルバイトなど事業場のすべての労働者の過半数を代表している必要があります。

管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある人を指します。

□ ❶労働者の過半数を代表していること
□ ❷その選出に当たっては、すべての労働者が参加した民主的な手続がとられていること
□ ❸管理監督者に該当しないこと

労働基準監督署に届け出た36協定は労働者に周知しなければなリません。

▶ 周知しなかった場合、
　 労働基準法第106条違反です
　 （30万円以下の罰金）。

周知の
具体例

｢時間外労働・休日労働に関する協定（36協定）」締結の際は、その都度、当該事業場に①労働者の過半数で組織する労働組合
（過半数組合）がある場合はその労働組合、②過半数組合がない場合は労働者の過半数を代表する者（過半数代表者）と、書面に
よる協定をしなければなりません。
また、①の過半数組合の要件を満たさない場合、②の過半数代表者の選出が適正に行われていない場合には、36協定を締結し、
労働基準監督署に届け出ても無効になり、労働者に法定外の時間外・休日労働を行わせることはできません。
下記の内容を参考に適切に締結を行っていただくようお願いします。

36協定の締結時に、改めて、事業場の労働者
数及び労働組合員数を確認し、過半数組合と
なっているかを必ずチェックしてください。

36協定の締結に当たり、労働者側の当事者となる過半数代表者については、過半数代表者本人に聞く
などにより、次の3事項を必ず確認してください。

● 常時各作業場の見やすい場所に掲示・備え付ける
● 書面を労働者に交付する
● 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業
場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置する

労働組合員数
労働組合に
確認しましょう！ すべての労働者

（パートなども含む）

＞50％

京都私立病院協会ホームページ（https://www.khosp.or.jp/）の「研修会・イベント申込」からお申し込みください。定員に達し次第、締め切りますので、お早目にお申し込みください。※お申し込み方法

今後のスケジュール

参加費
無料

参加費
無料

参加費
無料

医療従事者確保・定着のための
経営・勤務環境改善研修会（第3回）

医療従事者確保・定着のための
経営・勤務環境改善研修会（第4回）

医療勤務環境改善研修会
「医療機関におけるメンタルヘルス対策」

日　時 ：令和8年1月23日（金）
午後2時30分～午後4時20分

日　時 ：令和8年2月20日（金）
午後2時30分～午後4時30分

日　時 ：令和8年1月15日（木）
午後2時30分～午後4時30分

場　所 ：
テーマ ：

講　師 ：

対　象 ：
定　員 ：

ハートンホテル京都
「医療経営の現状は計画された偶然性
～赤字時代を突破する病院戦略とは～」
芦原 教之 氏
（医療法人徳洲会湘南鎌倉病院 事務部長）
理事長・院長・事務長・看護部長等の管理者
会場40名（先着順）、オンライン500名

場　所 ：
テーマ ：

講　師 ：

対　象 ：
定　員 ：
共　催 ：

ハートンホテル京都
「新たな地域医療構想から
持続可能な病院経営を考える」
岡 俊明 氏（一般社団法人日本病院会 副会長、
聖隷浜松病院 院長）
理事長・院長・事務長・看護部長等の管理者
会場40名（先着順）、オンライン500名
一般社団法人日本病院会京都府支部

場　所 ：
テーマ ：
講　師 ：

対　象 ：

定　員 ：

ハートンホテル京都
「医療機関におけるメンタルヘルス対策」
堤 明純 氏
（北里大学医学部公衆衛生学教授）
病院理事長・院長・事務長・看護部長を
はじめ各部門の管理者等
会場30名、オンライン500名
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医療機関を対象とした勤務環境改善に関する研修会等を開催します。

勤務環境改善に関する研修会等の実施勤務環境改善推進員および社会保険労務士等のアドバイザー
を直接、医療機関へ派遣し、現状の勤務環境の把握、勤務環境
改善に関する相談・支援を行っています。

医療機関への病院訪問

「京都いきいき働く医療機関認定制度」を推進し、医療機関へ
勤務環境改善マネジメントシステムの導入の促進を図ります。

医療機関の勤務環境に係る実態把握
随時医業経営や労務管理のアドバイザーが医療機関からの勤務環境改善に関する相談、照会等
に対応すると共に、ニーズに応じて医療機関に勤務環境改善推進員、社会保険労務士等のアド
バイザーを派遣し、勤務環境改善のための取組みの支援を行っています。

勤務環境改善に取組む医療機関への個別支援・相談対応等

月
の
活
動
内
容

● 選出に当たっては、正社員だけでなく、パートやアルバイトなどを含めたすべての労働者が手続に参加
できるようにする必要があります。

● 選出手続は、労働者の過半数がその人の選出を支持していることが明確になる民主的な手続（投票、
挙手、労働者による話し合い、持ち回り決議）がとられている必要があります。

● 使用者が指名した場合や社員親睦会の幹事などを自動的に選任した場合には、その人は36協定を締
結するために選出されたわけではありませんので、36協定は無効です。

労働者の過半数を代表していること

事業場に使用されているすべての労働者の過半数で組織する組合であること

36協定を締結するための過半数代表者を選出することを明らかにした上で、投票、挙手などにより選出すること

労働基準法第41条第2号に規定する管理監督者でないこと

過半数組合がある場合

過半数組合がない場合

過半数組合の要件

過半数代表者の要件と選出のための正しい手続

● 面接指導の適切な実施に向けたチェックリストⅡ


